
LL060401 就02

本籍や出身地、家族構成や親の職業、住居の状況、購読新聞や愛読書等、仕事をするうえで必要のない
事項について、たずねられたことはありませんか。
厚生労働省は、本人の適性や能力に関係のないこれらの事項によって採否が決定されないように、事業
主に周知・啓発しています。

「就職活動をしている大学生、短期大学生、専門学校生の皆さまへ」

就職活動終了後に「公正な採用選考に係るアンケート調査」
へのご協力をお願いします。
右記のQRコードを読み込んでアンケートにお答えください。

（求職者のみなさまへ）



LL040401 就02

思想
11.3%

33.0%

住宅状況
10.6%

本籍・出生地
6.2%

健康診断
1.6%

※令和４年度にハローワークで把握した
　802件の内訳

求職者等の個人情報の取扱いについて
・職業安定法では、事業者は募集に応じて労働者になろうとする者等の個人情報を収集、保管、使用する際には、業務の

 目的を明らかにし、業務の目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない旨を規定しています

・法に基づく指針が公表され、原則として収集してはならない個人情報等を規定しています

・出自、障害、難病の有無及び性的マイノリティなど特定の人を排除せず、求人条件に合致する全ての人が応募できる
 ようにすること

・

ハローワークでは、事業主に対して、応募者に広く門戸を開き、
適性･能力に基づいた採用基準による「公正な採用選考」を実施
するよう周知･啓発しています。ポイントは以下の２点です。

身元調査などの実施

など

など

合理的・客観的に必要性が認められない
採用選考時の健康診断の実施

本人の適性・能力に関係ない事項を
含んだ応募書類の使用

など

職業・続柄・健康・病歴・地位・
学歴・収入・資産など（ ）

間取り・部屋数・住宅の種類・
近隣の施設など（ ）

その他

37.3%
家族に関すること

せられる

「家族に関すること」についての質問が多くを占めています。
応募者から「適性・能力以外の事項を把握された」との指摘があったもののうち、


